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⽇ 本 ⽔ 上 ス キ ー ・ ウ エ イ ク ボ ー ド 連 盟  

通 報 相 談 処 理 規 程  

 

第 １ 条 （ ⽬ 的 ）  

本 規 程 は 、特 定 ⾮ 営 利 活 動 法 ⼈  ⽇ 本 ⽔ 上 ス キ ー・ウ エ イ ク ボ ー ド 連 盟（ 以 下「 本 連

盟 」と い う 。）に お い て 、暴 ⼒ 、ハ ラ ス メ ン ト 、差 別 、不 正 ⾏ 為 、会 計 不 正 、選 考 や

審 判 の 不 公 正 、 そ の 他 の 法 令 ・ 定 款 ・ 諸 規 程 違 反 ⾏ 為 等 を 早 期 に 発 ⾒ し 、 是 正 ・ 再

発 防 ⽌ を 図 る た め の 通 報 ・ 相 談 制 度（ 以 下「 本 制 度 」と い う 。）を 整 備 す る こ と を ⽬

的 と す る 。  

 

第 ２ 条 （ 定 義 ）  

１  本 規 程 に お け る 「 通 報 」 と は 、 役 職 員 、 登 録 選 ⼿ 、 指 導 者 、 加 盟 団 体 ・ 加 盟 チ

ー ム 、審 判 員 、そ の 他 本 連 盟 に 関 係 す る 者（ 以 下「 関 係 者 」と い う 。）が 、本 連 盟 の

活 動 ⼜ は 構 成 員 の ⾏ 為 に つ い て 、 法 令 、 定 款 、 諸 規 程 、 倫 理 ・ 社 会 規 範 に 違 反 す る

⼜ は そ の お そ れ が あ る 事 実 を 知 り 得 た 場 合 に 、 そ の 情 報 を 本 連 盟 に 報 告 す る ⾏ 為 を

い う 。  

２  本 規 程 に お け る 「 相 談 」 と は 、 通 報 に ⾄ ら な い 段 階 で あ っ て も 、 当 該 ⾏ 為 が 違

反 に 該 当 す る か 否 か 、 ま た は 対 応 ⽅ 法 に 関 す る 助 ⾔ を 求 め る ⾏ 為 を い う 。  

３  本 規 程 に お け る 「 通 報 ・ 相 談 窓 ⼝ 」（ 以 下 「 窓 ⼝ 」 と い う 。） と は 、 通 報 及 び 相

談 を 受 け 付 け る 本 連 盟 が 指 定 す る 窓 ⼝ を い う 。  

４  本 規 程 に お け る 「 委 員 会 」 と は 、 本 連 盟 の コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 を い う 。  

 

第 ３ 条 （ 適 ⽤ 範 囲 ）  

本 規 程 は 、 本 連 盟 の 理 事 、 監 事 、 職 員 、 委 員 、 コ ー チ 、 審 判 員 、 登 録 選 ⼿ 、 加 盟 団

体 ・ 加 盟 チ ー ム 関 係 者 、 ボ ラ ン テ ィ ア そ の 他 本 連 盟 の 活 動 に 関 与 す る す べ て の 者 に

適 ⽤ す る 。  
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第 ４ 条 （ 通 報 対 象 ）  

１  通 報 の 対 象 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

(1) 暴 ⼒ 、 体 罰 、 ハ ラ ス メ ン ト 、 差 別 、 性 的 搾 取 、 い じ め 等 の ⼈ 権 侵 害 ⾏ 為  

(2) ド ー ピ ン グ 、 ⼋ 百 ⻑ 、 違 法 賭 博 そ の 他 ス ポ ー ツ の 公 正 を 害 す る ⾏ 為  

(3) 会 計 不 正 、 不 正 経 理 、 補 助 ⾦ の 不 正 受 給 、 背 任 ・ 横 領 そ の 他 の 不 正 ⾏ 為  

(4) 代 表 選 ⼿ 選 考 、 審 判 員 の 任 命 等 に お け る 不 公 正 ・ 不 当 な 取 扱 い  

(5) 定 款 、 諸 規 程 、 理 事 会決議、契約そ の 他内部規 範への 違 反  

(6) 上記に ⾄ る お そ れ の あ る ⾏ 為  

(7) そ の 他 本 連 盟 の信⽤ ・秩序を著しく損な う ⾏ 為  

２  前項 各 号 に 関 し 、 ⾏ 為 が 違 反 に 該 当 す る か 不明な 場 合 で あ っ て も 、 相 談 ⼜ は 事

前確認と し て 窓 ⼝ に申し出る こ と が できる 。  

 

第５条 （ 通 報 ・ 相 談 ⽅ 法 ）  

１  通 報 及 び 相 談 は 、 以 下 の いずれ の ⽅ 法 で も ⾏ う こ と が できる 。  

 (1) ⾯談 による 通 報 ・ 相 談  

 (2) 書⾯⼜ は電⼦メ ールによる 通 報 ・ 相 談  

 (3) 電話⼜ は FAX による 通 報 ・ 相 談  

 (4) 本 連 盟 ウェブサイ ト 上 の専⽤ 通 報フォー ム による 通 報 ・ 相 談  

２  匿名による 通 報 ・ 相 談 も 受 け 付 け る 。 ただし 、匿名の 場 合 、調査の 範 囲 が限定

され る こ と が あ る 。  

３  通 報 者 は 、⾯談 ・電話等 の 通 報 ・ 相 談 に際し 、希望す れば対 応 者 の 性 別 を 選択

す る こ と が できる 。  

 

第６条 （ 通 報 ・ 相 談 窓 ⼝ の設置）  

１  通 報 ・ 相 談 窓 ⼝ は 、コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 事務局（ 以 下「 事務局」と い う 。）
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と す る 。 な お 、必要に 応 じ て 、外部専⾨家等 に 窓 ⼝業務の⼀部を 委託す る こ と が で

きる 。  

２  通 報 ・ 相 談 窓 ⼝ の 連絡先・ 受 付 ⽅ 法 は 、 本 連 盟 の ウェブサイ ト 、 SNS、 登 録 関

係⽂書等 を 通 じ て常時周知 す る 。  

 

第７条 （守秘義務及 び 情 報管理 ）  

１  事務局の担当 者 、 委 員 会 及 び調査に 関 与 す る 者 は 、 通 報 ・ 相 談内容および 通 報

者 を 特 定 し 得 る 情 報 を 正 当 な 理由なく第三者 に漏ら し て は な ら な い 。  

２  前項 の守秘義務は 、 任務終了後も存続す る 。  

３  通 報 ・ 相 談 に 関 す る 情 報 は 、必要最⼩限の 範 囲 で共有し 、電⼦データ・記録媒

体 を 適切に管理 す る 。  

 

第８条 （ 不 利益取 扱 い の禁⽌ ）  

１  本 連 盟 は 、通 報・相 談 を 理由と し て 、通 報 者 、相 談 者 、協⼒ 者 等 に 対 し 、解任 、

降格、契約解除、 登 録抹消、試合出場 制限、嫌が らせ等 の 不 利益取 扱 い を⼀切⾏ っ

て は な ら な い 。  

２  不 利益取 扱 い が疑われ る 場 合 に は 、 委 員 会 は速や か に調査し 、 是 正措置を講じ

る 。  

３  本 連 盟 は 、 通 報 が 正 当 な ⾏ 為 と し て保護され る こ と を 、研修・教育の 場 に お い

て 役 職 員 等 に周知徹底す る 。  

 

第９条 （ 受 付 ・記録 ）  

１  事務局の担当 者 は 、通 報・相 談 を 受 け た 場 合 、そ の内容、⽇時、⽅ 法 、対 応 者 、

通 報 者 （匿名の 場 合 は そ の旨） を記録 し 、速や か に 委 員 会 に 報 告 す る 。  

２  委 員 会 は 、遅滞なく、 当 該 事案を 受 理 、却下 ⼜ は保留の いずれ と す る か を決定

し 、 事務局を 通 じ て 通 報 者 に そ の旨を 通 知 す る （匿名の 場 合 を除く）。  
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第 １０条 （調査の 実施）  

１  委 員 会 は 、 通 報 事案に つ い て調査の必要性 を 審査し 、必要と認め た 場 合 に は 、

弁護⼠、 公認会 計⼠、学識経験者 等 の外部有識者 を含む独⽴し た 構 成 員 によっ て調

査を ⾏ う 。  

２  調査に あ た っ て は 、 通 報 者 、 関 係 者 等 か ら 事 情聴取 、資料・記録 ・証拠物の確

認を ⾏ い 、必要に 応 じ て専⾨家の 助 ⾔ を 求 め る 。  

３  当 該 事案に 関 与 し た 者 、 ⼜ は 利 害 関 係 を有す る 者 は調査か ら除外す る 。  

４  調査結果は書⾯に ま と め 、 委 員 会 が 理 事 会 に 報 告 す る 。  

 

第 １ １ 条 （調査フロー および基準）  

委 員 会 は 、 以 下 の原則に従い調査を ⾏ う 。  

(1) 通 報 受 付  →  内容確認  →  審査（調査要否 判断）  →  調査実施  →  報 告書作成  

→  是 正 ・ 再 発 防 ⽌提案  

(2) 調査対 象 と す る基準は 、 法 令 違 反 、 ハ ラ ス メ ン ト 、財務不 正 、安全確保違 反 、

公 正 性⽋如、 そ の 他 社 会 的信⽤ を損な う ⾏ 為 の疑い が あ る 場 合 と す る 。  

(3) 調査⼿続・記録 ・ 報 告書様式等 は 委 員 会内規 で 定 め る 。  

 

第 １ ２ 条 （結果の 通 知 ・措置）  

１  理 事 会 は 、 委 員 会 の 報 告 を 受 け た後、必要な懲戒、 指 導 、改善命 令 、 再 発 防 ⽌

措置等 を決定 し 、 実施す る 。  

２  可能な限り 、 通 報 者 に結果の概要を 通 知 す る （匿名を除く）。  

３  再 発 防 ⽌策および改善措置の内容は 委 員 会 がフォロー アップ し 、 次年度 の コ ン

プ ラ イ ア ン ス 計画に 反映す る 。  

 

第 １ ３ 条 （教育・啓発 ）  
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１  本 連 盟 は 、 本 制 度 の内容、 利 ⽤ ⽅ 法 、 不 利益取 扱 い禁⽌ 等 に つ い て 、 役 職 員 ・

登 録 選 ⼿ 等 に 対 し て 定 期 的 に研修・周知 を ⾏ う 。  

２  通 報 制 度 は 、 ウェブサイ ト 等 で常時掲載し 、 関 係 者 が容易に ア クセス できるよ

う に す る 。  

 

第 １ ４ 条 （専⾨家の 関 与 及 び検証）  

１  本 連 盟 は 、 通 報 制 度 の運営 に お い て専⾨家の 助 ⾔ が必要と な る 事 項 を あ ら か じ

め洗い出し 、必要に 応 じ て外部専⾨家の 関 与 を 受 け る 。  

２  本 連 盟 は 、少なくと も年１回、通 報 制 度 の有効性・運⽤状況を 委 員 会 で点検し 、

必要な改善を ⾏ う 。  

 

第 １５条 （記録 ・保存）  

通 報 受 付記録 、調査記録 、 報 告書、 是 正措置結果等 の⽂書は 、 法 令 及 び 理 事 会 の 定

め に従い 適切に保存す る 。  

 

第 １６条 （ ⾒直し ）  

本 規 程 は 、社 会 情勢、法 令 、ス ポ ー ツ庁・統括団 体 のガイ ド ラ イ ン の改定 等 に 応 じ 、

委 員 会 の提案に基づき理 事 会 の承認を 得 て改定 す る 。  

 

附則  

１  本 規 程 は 、 理 事 会承認の ⽇ か ら施⾏ す る 。  

２  本 規 程施⾏後、速や か に 窓 ⼝ を 指 定 し ウェブサイ ト 等 で周知 す る 。  


